
「クリーンデー」について 

 

「クリーンデー」は昭和 61年（1986年）に鎌倉市が始めた制度で、正式には「まち美

化統一クリーンデー」といいます。市内の各自治会・町内会が毎月 1回、日にちを決めて

一斉に道路沿いまたは、空き地に散乱する落ち葉、空き缶、空き瓶、紙くずなどを収集す

る活動です。 

 

   今泉台のクリーンデー活動について 

①クリーンデー活動は班ごとに清掃場所、お掃除の周期（毎月、三か月に 1 度など様々）

が違っています。もしご自分の班の清掃場所が明確でない場合は町内会事務局へご確認

ください。 

②クリーンデーは原則として毎月最終日曜日の午前 10時より 11時に行います。 

（3月と 12月は第 3日曜日）しかし、夏季など暑さが厳しい時期には、班員の方の健

康を考慮し、時間を早めたり中止にしたりすることも可能です。この判断は班長に一任

されていますので活動に無理のないようにご配慮をお願いします。 

③クリーンデーは基本的に雨天中止です。中止の場合、その日のうちに鎌倉市の委託業者

に環境衛生部より連絡します。ごみの収集は行われません。 

ただ、小雨などでも活動をした場合、それらの「清掃ごみ」は水曜日の植木剪定材の収集

日にお出しください。 

④クリーンデーで使うごみ袋、お知らせの用紙、報告の用紙などは町内会事務局に用意し

ています。班長会がある日の受付でも受け取ることができます。 

⑤使用する袋は、透明または半透明の中の見える袋を使用します。そこに「清掃ごみ」と

明記してください。以前は「クリーンごみ」としていました。 

 また、草木などトゲのあるものは「トゲ注意」などと注意書きをしてください。 

⑥クリーンデーでは様々な汚れの付いたごみが出ます。それらの汚れたごみは分別方法が

違うので注意してください。 

★紙くず類・ビニール・プラスチック………………月・木曜日の燃やすごみの収集日 

★缶、瓶類（異物が入いって汚れているもの）…第 4火曜日の燃えないごみの収集日 

★ペットボトル（異物が入って汚れているもの）…月・木曜日の燃やすごみの収集日    

⑦クリーンデーの活動により鎌倉市から補助金が出ます。その補助金でクリーンデー活動

のごみ袋や清掃用具等を購入しています。 

⑧新しい入居者のために事務局に「クリーンデーのしおり」保存版を用意しています。 

 

今泉台の住環境を良く保つ…ためにクリーンデー活動へのご協力をよろしくお願いいた

します。 
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